
常 勤 役 員 報 酬 基 準

昭和４８年１月１９日

交流協会規程第 ７号

寄附行為第１７条第２項の規定に基づき、本会の常勤役員の報酬に関する規程を次の

ように定める。

（給与の種類）

第 １ 条 常勤役員の給与は本基準に定める本俸及び特別手当とし、日本国外で勤務

する常勤役員に対しては別に在勤本俸及び配偶者手当を支給する。

（本俸月額）

第 ２ 条 常勤役員の本俸月額は９９０，０００円以内とする。

（本俸の日割計算）

第 ３ 条 月の中途で異動を生じたときの、役員の本俸の月額は日割計算によって計算し

た額とする。

（特別調整手当て）

第 ４ 条 特別手当は、東京都に在勤する役員の本俸月額に１２／１００を乗じて得た

金額を支給する。

（特別手当）

第 ５ 条 特別手当は、期末手当及び勤勉手当とする。

２ 特別手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において、これらの日を「基準日」とい

う）にそれぞれ在職する役員に対して、６月３０日及び１２月１０日（これらの日が休日に

当たるときは、それぞれの前日）に支給する。

３ 特別手当の額はそれぞれの基準日において役員が受けるべき本俸月額に特別調整手

当を加えた額、本俸月額に２５／１００を乗じて得た額及び本俸月額と特別調整手当を

加えた額に２０／１００を乗じて得た額の合計額（以下「常勤役員特別手当基礎額」とい

う。）に、６月３０日に支給する場合においては期末手当として６５／１００を乗じて得た額及

び勤勉手当として８０／１００に次項で規定する前年度業績評価率（以下本項において



「前年度業績評価率」という。）を乗じて得られた率を乗じて得た額の合計額に、１２月１０

日に 支給する場合においては期末手当として８５／１００を乗じて得た額及び勤勉手当と

して８０／１００に前年度業績評価率を乗じて得られた率を乗じて得た額の合計額に、基

準日以前における在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

① 在職期間が６カ月 １００／１００

② 在職期間が５カ月以上６カ月未満 ８０／１００

③ 在職期間が３カ月以上５カ月未満 ６０／１００

④ 在職期間が３カ月 ３０／１００

４ 別に定める常勤役員業績評価委員会設置規程に基づき設置される常勤役員業績

評価委員会は、各年度、前年度の協会事業につき評価し、９５／１００又は１００／１０

０のいずれかの前年度業績評価率を決定する。

（在勤本俸）

第 ６ 条 在勤本俸は、１，２００，０００円以内とする。

（配偶者手当）

第 ７ 条 配偶者手当は、配偶者を勤務地に伴う場合に限り支給し、その額は在勤本

俸２０／１００に相当する額とする。

（宿舎貸与）

第 ８ 条 日本国外で勤務する常勤役員に対しては、予算の範囲内で宿舎を借上げ、

無料で貸与する。

（退職手当）

第 ９ 条 常勤役員（以下「役員」という。）が退職した場合においては、在職１月につき、

その者の退職日における本俸月額に１２．５／１００を乗じて得た額に別に定める常勤役

員業績評価委員会設置規程に基づき設置される常勤役員業績評価委員会が０．０か

ら２．０の範囲内で定める業績勘案率（以下「業績勘案率」という。）を乗じて得た額を

退職手当として支給する。

２ 在職期間の計算は、任命の日から暦にしたがって計算するものとし、１月に満たない端

数を生じたときは１月とする。

３ 役員が退職した場合においては、その者が退職の月、又はその翌月に再び同一の役職

の役員となったときは、前項の規程による在職期間の計算については、引続いて在職した

ものとみなす。



（退職手当の支給制限）

第１０条 財団法人交流協会寄附行為第１６条の規程により解任された場合（心身の故

障のため職務を執行することができないと認められたため解任された者を除く）には退職手

当を支給しない。

附 則

この規程は、昭和４８年１月１９日から施行し、昭和４７年１２月１５日から適用する。

附 則

この規程は、昭和４９年３月２９日から施行し、昭和４８年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和５０年２月１３日から施行し、昭和４９年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和５１年２月１７日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和５１年１０月２６日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和５２年３月３日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和５２年１１月１日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和５３年３月７日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和５５年２月２７日から施行し、昭和５４年１２月１日から適用する。

附 則



この規程は、昭和５６年５月２６日から施行し、昭和５６年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和５６年１０月２７日から施行し、昭和５６年６月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和５８年１０月２７日から施行し、昭和５８年６月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和６０年１０月３０日から施行し、昭和６０年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和６１年３月１２日から施行し、昭和６０年１２月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和６１年５月２９日から施行し、昭和６１年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和６１年１１月７日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和６２年３月１０日から施行し、昭和６１年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和６２年５月２９日から施行し、同年６月１日から適用する。

附 則

この規程は、昭和６３年１１月８日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成２年３月５日から施行し、平成元年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成２年５月２４日から施行し、平成元年８月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成３年３月１１日から施行し、平成２年４月１日から適用する。



附 則

この規程は、平成３年１１月７日から施行し、平成３年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成４年３月９日から施行し、平成３年７月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成４年１１月１０日から施行し、平成４年４月１日から適用する。

附 則

この規程中第２条の改正規程については、平成５年３月８日施行し、平成４年４月１日

から適用する。第４条の改正規程については、平成５年４月１日施行し、平成６年３月

３１日までの間においては、同規程中「１２／１００」とあるのは、「１１／１００」とする。

附 則

この規程は、平成６年３月８日から施行し、平成６年１２月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成７年３月８日から施行し、平成６年１２月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成８年１１月２５日から施行し、平成８年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成９年１１月７日から施行し、平成９年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成１０年１１月６日から施行する。

附 則

この規程は、平成１２年３月９日から施行し、平成１１年４月１日から適用する。ただし、

第５条第２項の改正規程については、平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日までの

期間において、同規程中「１４５／１００」とあるのを「１６０／１００」とし、「１７５／１００」と

あるのを「１６５／１００」とし、「５５／１００」とあるのを「５０／１００」とする。



附 則

この規程は、平成１３年３月６日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成１３年１２月１日から施行する。

附 則

１．この規程は、平成１４年４月１日から施行する。

２．平成１４年４月１日（以下「基準日」という。）の前日に現に在職する役員が同日におけ

る役職と同一の役員として基準日以降引き続き在職した後に退職した場合であって、そ

の者の退職の日の俸給月額が基準日の前日のその者の俸給月額を下回るときにおける

退職手当の額は、第９条第１項の規定にかかわらず、基準日の前日における俸給月額

に任命の日から基準日の前日までの在職期間１月につき１００分の３６を乗じて得た額と

当該退職の日における俸給月額に基準日から退職の日までの在職期間１月につき１０

０分の２８を乗じて得た額の合計額とする。

３．前項の規定において、各在職期間の月数の計算については、それぞれ暦に従って計算

するものとし、端数を生じたときは１月と計算するものとする。

ただし、各在職期間の月数の合計が第９条第２項の規定により計算した在職期間の

月数を超えるときは、端数の少ない在職期間の月数から１月を減ずるものとし、この場合

において端数が等しいときには後の在職期間の月数から１月を減ずるものとする。

附 則

この規定は、平成１５年 ３月１９日から施行し、平成１５年 ３月 １日から適用する。

附 則

この規定は、平成１５年 ５月３０日から施行し、平成１５年 ６月 １日から適用する。

附 則

この規定は、平成１６年 ３月１０日から施行し、平成１５年１２月 １日から適用する。

附 則

この規定は、平成１６年 ５月３１日から施行し、平成１６年 ６月 １日から適用する。

附 則

この規程は、平成１８年３月２４日から施行し、平成１７年１２月１日から適用する。



附 則

１．平成２１年６月に支給する特別手当については、上記第５条第２項の規定に係わらず

その一部を凍結するものとし、期末手当における７５／１００を７０／１００に、勤勉手当

における８５／１００を７５／１００に各々引き下げて算定した額を支給する。

２．この規程は、平成２１年５月２７日から施行し、平成２１年５月１日付の人事院勧告

を実施するための法律の公布の日から適用する。

附 則

１．この規程は、平成２１年８月１１日付人事院勧告を実施するための法律の公布日の属

する月の翌月の初日から施行する。

２．平成２１年１２月に支給する特別手当については、本規程による改正後の第５条第３

項の規定にかかわらず、期末手当として常勤役員特別手当基礎額に８０／１００を乗じ

た額と勤勉手当として常勤役員特別手当基礎額に８５／１００を乗じた額の合計額に

同第３項各号に掲げる割合を乗じた額から施行日から適用される本俸引き下げの平成

２１年４月１日から適用日までの間の較差に相当する額を減額した額以内の額を支給

する。

附 則

１ この規程は、平成２１年１１月１日から施行し、平成２１年８月１１日付人事院勧告を

実施するための法律の公布日の属する月の翌月の初日（以下「基準日」という。）から適

用する。

２ 基準日の前日に現に在職する役員が同日における役職と同一の役職の役員として基

準日以降引き続き在職した後に退職した場合における退職手当の額は、この規程によ

る改正後の常勤役員報酬基準第９条第１項の規定にかかわらず、基準日の前日にお

ける本俸月額に任命の日から基準日の前日までの在職期間１月につき１００分の２８を

乗じて得た額と、当該退職の日における本俸月額に基準日から退職の日までの在職期

間１月につき１００分の１２．５を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額の合計額と

する。

３ 前項の規定において、各在職期間の月数の計算については、それぞれ暦に従って計算

するものとし、端数を生じたときは１月と計算するものとする。

ただし、各在職期間の月数の合計が第９条第２項の規定により計算した在職期間の月

数を超えるときは、端数の少ない在職期間の月数から１月を減ずるものとし、この場合に

おいて端数が等しいときには後の在職期間の月数から１月を減ずるものとする。


